
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

〇全体事業工程（当初事業工程との比較）

９月 １０月 １１月 １２月

・設計施工分離発注方式よりも遅延期間が短い。

デメリット

・事業者（設計・ゼネコン共）の本事業への参加の可能性が低い
・工事完了が当初より約９か月遅れる
・アドバイザリー業務の繰越が発生

再スタート
スケジュール

〇メリット・デメリット

庁内コンセンサ
ス

事業者選定

令和１０年度 令和１１年度

メリット

当初スケジュール

令和５年度

庁舎整備事業再開プラン１

事業手法 予算措置のタイミング 事業者選定手法

デザインビルド方式

〇設定条件

令和５年１２月補正 総合評価落札方式

議会関係

５月 ６月

〇事業着手までの詳細工程

１０月 １１月 １２月

令和５年度 令和６年度

R6.１月 ２月 ３月 ４月 ７月 ８月

補正予算資料提

出

１０月１３日まで

Ｒ５第４回定例会

庁舎整備検討委員会

（１０月２日）

事業手法の決定

議員への説明

（１０月中）

実施設計 １２ヵ月 庁舎建設工事 １８ヵ月

実施設計 １２ヵ月 庁舎建設工事 １８ヵ月

約９ヵ月の遅れ

実施設計業務

事
業
者
決
定
（本
契
約
）

総合評価落札方式による事業者選定期間
約６か月

総合評価発注手続

６ヵ月

議会承認

議員への説明 Ｒ６第３回定例会

本庁舎解体工事

１２ヵ月

別館改修・増築工事

１５ヵ月

本庁舎解体工事

１２ヵ月

別館改修・増築工事

１５ヵ月
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令和６年度

・デザインビルド方式と比較して事業者（設計・ゼネコン共）の本事業への参加の可能性が高い ・工事完了が当初より約１年３ヵ月遅れる

令和１０年度 令和１１年度

当初スケジュール

再スタート
スケジュール

〇メリット・デメリット

メリット デメリット

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

議会関係

庁内コンセンサ
ス

事業者選定

〇全体事業工程表（当初事業工程との比較）

６月 ７月

〇事業着手までの詳細工程表

１０月 １１月 １２月 R6.１月 ２月 ３月 ４月 ５月 １２月８月 ９月 １０月 １１月

令和５年度

設計施工分離発注方式 令和５年１２月補正 条件付き一般競争入札方式

庁舎整備事業再開プラン２

〇設定条件
事業手法 予算措置のタイミング 事業者選定手法

Ｒ５第４回定例会

実施設計 １２ヵ月 庁舎建設工事 １８ヵ月

実施設計 １３ヵ月 庁舎建設工事 ２４ヵ月

約１年３ヵ月の遅れ

実施設計業務

事
業
者
決
定

本庁舎解体工事

１２ヵ月
別館改修・増築工事

１５ヵ月

本庁舎解体工事

１２ヵ月

別館改修・増築工事

１５ヵ月

契
約
審
査
会
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発注手続

２ヵ月

庁舎整備検討委員会

（１０月２日）

事業手法の決定

議員への説明

（１０月中）

発注手続

６ヵ月

補正予算資料提

出

１０月１３日まで


